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○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

た
だ
い
ま
か
ら
議
院
運
営

委
員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
ず
、
立
法
事
務
費
の
交
付
を
受
け
る
会
派
の
認
定
に

関
す
る
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

○
事
務
総
長
（
川
村
良
典
君
） 

立
法
事
務
費
の
交
付
を

受
け
る
会
派
の
認
定
は
、
国
会
に
お
け
る
各
会
派
に
対
す

る
立
法
事
務
費
の
交
付
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、

議
院
運
営
委
員
会
の
議
決
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 

今
回
、
新
た
に
「
新
構
想
政
治
経
済
研
究
会
」
か
ら
立

法
事
務
費
の
交
付
を
受
け
る
会
派
と
し
て
の
所
定
の
届
出

が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
本
委
員
会
の
認
定
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、

た
だ
い
ま
の
事
務
総
長
説
明
の
と
お
り
、
新
構
想
政
治
経

済
研
究
会
を
立
法
事
務
費
の
交
付
を
受
け
る
会
派
と
認
定

す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ

よ
う
決
定
い
た
し
ま
す
。 
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○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

次
に
、
議
院
に
出
頭
す
る

証
人
等
の
旅
費
及
び
日
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す

る
件
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
退
職
手
当
支
給
規
程
の
一
部

改
正
に
関
す
る
件
及
び
国
会
議
員
の
秘
書
の
公
務
上
の
災

害
及
び
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
等
に
関
す
る
規

程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件
の
三
件
を
一
括
し
て
議
題
と

い
た
し
ま
す
。 

 

事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

○
事
務
総
長
（
川
村
良
典
君
） 

ま
ず
、
議
院
に
出
頭
す

る
証
人
等
の
旅
費
及
び
日
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
に
関

す
る
件
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
本
件
は
、
本

年
四
月
か
ら
、
証
人
等
が
出
頭
し
、
又
は
陳
述
を
し
た
日

の
日
当
の
額
を
、
陳
述
に
要
し
た
時
間
が
四
時
間
未
満
の

場
合
は
現
行
二
万
三
百
円
を
一
万
九
千
円
に
、
四
時
間
以

上
の
場
合
は
現
行
二
万
四
千
八
百
円
を
二
万
三
千
二
百
円

に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
次
に
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
退
職
手
当
支
給
規
程
の
一

部
改
正
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
件
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
改
正
に
伴
う
も
の

で
、
国
会
議
員
秘
書
の
退
職
手
当
の
支
給
率
を
政
府
職
員

の
例
に
準
じ
改
定
す
る
等
、
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
公
務
上
の
災
害
及
び
通
勤

に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改

正
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
本
件

は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
、

国
会
議
員
秘
書
の
通
勤
災
害
に
お
け
る
通
勤
の
範
囲
を
広

げ
る
等
、
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

三
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、

た
だ
い
ま
の
事
務
総
長
説
明
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
に

御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ

よ
う
決
定
い
た
し
ま
す
。 
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○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

次
に
、
参
議
院
事
務
局
職

員
定
員
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件
を
議
題
と
い
た
し

ま
す
。 

 

事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

○
事
務
総
長
（
川
村
良
典
君
） 

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
件
は
、
事
務
局
職
員
の
定
員
を
九
人
減
ら
し
、
千
二

百
七
十
五
人
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、

た
だ
い
ま
の
事
務
総
長
説
明
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
に

御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ

よ
う
決
定
い
た
し
ま
す
。 
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○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

次
に
、
本
日
の
本
会
議
の

議
事
に
関
す
る
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 
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○
事
務
総
長
（
川
村
良
典
君
） 

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
本
日
の
議
事
は
、
最
初
に
、
日
程
第
一
及
び
第
二
を
一

括
し
て
議
題
と
し
た
後
、
総
務
委
員
長
が
報
告
さ
れ
ま
す
。

採
決
は
二
回
に
分
け
て
行
い
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
三
に
つ
い
て
、
災
害
対
策
特
別
委
員
長

が
報
告
さ
れ
た
後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
四
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
委
員
長
が
報

告
さ
れ
た
後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
五
に
つ
い
て
、
財
政
金
融
委
員
長
が
報

告
さ
れ
た
後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
六
及
び
第
七
を
一
括
し
て
議
題
と
し
た

後
、
国
土
交
通
委
員
長
が
報
告
さ
れ
ま
す
。
採
決
は
二
回

に
分
け
て
行
い
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
八
に
つ
い
て
、
環
境
委
員
長
が
報
告
さ

れ
た
後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
九
及
び
第
一
〇
を
一
括
し
て
議
題
と
し

た
後
、
法
務
委
員
長
が
報
告
さ
れ
ま
す
。
採
決
は
両
案
を

一
括
し
て
行
い
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
一
一
に
つ
い
て
、
文
教
科
学
委
員
長
が

報
告
さ
れ
た
後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
一
二
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
委
員
長
が

報
告
さ
れ
た
後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
以
上
の
議
案
の
採
決
は
、
い
ず
れ
も
押
し
ボ
タ

ン
式
投
票
を
も
っ
て
行
い
ま
す
。 

 

最
後
に
、
先
ほ
ど
本
委
員
会
に
お
い
て
御
決
定
の
あ
り

ま
し
た
参
議
院
事
務
局
職
員
定
員
規
程
改
正
案
に
つ
い
て

起
立
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
本
日
の
議
事
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

そ
の
所
要
時
間
は
約
三
十
五
分
の
見
込
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

た
だ
い
ま
の
事
務
総
長
説

明
の
と
お
り
本
日
の
本
会
議
の
議
事
を
進
め
る
こ
と
に
御

異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
委
員
長
（
溝
手
顕
正
君
） 

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ

よ
う
決
定
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
予
鈴
は
午
前
九
時
五
十
五
分
、
本
鈴
は
午
前
十

時
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

午
前
九
時
四
十
八
分
休
憩 

 
 
 

〔
休
憩
後
開
会
に
至
ら
な
か
っ
た
〕 

 


